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契
約
の
基
礎
知
識

The serialization title

契約の基礎知識

・「
請
負
契
約
書
」

と
い
っ
た
形
で
す
。
た
だ
、
実
際
に
は

契
約
書
に
付
け
ら
れ
た
表
題
が
、
契
約

に
よ
り
当
事
者
間
で
合
意
さ
れ
た
取
引

内
容
の
す
べ
て
を
正
確
に
示
し
て
い
る

と
は
限
り
ま
せ
ん
。

　

当
事
者
間
で
合
意
に
至
っ
た
取
引
内

容
を
各
当
事
者
が
相
互
に
正
確
に
理
解

し
て
い
れ
ば
、
実
際
に
合
意
し
想
定
さ

れ
た
取
引
内
容
と
契
約
書
の
表
題
に
食

い
違
い
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
契
約
書

に
文
章
で
記
載
さ
れ
た
取
引
内
容
が
、

実
際
に
理
解
さ
れ
た
取
引
内
容
と
一
致

し
て
い
れ
ば
、
当
事
者
間
で
問
題
が
生

じ
る
こ
と
は
少
な
い
で
し
ょ
う
。

　

け
れ
ど
も
、
契
約
書
の
表
題
と
契
約

書
に
記
載
さ
れ
た
取
引
内
容
の
食
い
違

い
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
当
事
者
間
の

取
引
内
容
の
理
解
が
一
方
は
表
題
か
ら

推
測
さ
れ
る
内
容
で
あ
り
、
他
方
は
契

約
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容
で
あ
っ
た

り
、
そ
も
そ
も
当
事
者
間
の
取
引
内
容

の
理
解
が
異
な
り
、
契
約
書
の
内
容
と

も
異
な
っ
て
い
た
り
す
る
よ
う
な
場
合

に
は
、
こ
う
し
た
食
い
違
い
が
あ
る
こ

と
自
体
が
後
に
紛
争
の
火
種
と
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

性
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
事
態
を

防
ぐ
た
め
に
は
、
契
約
書
を
参
照
す
れ

ば
各
当
事
者
が
契
約
に
基
づ
い
て
何
を

す
べ
き
か
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
明

確
に
契
約
合
意
内
容
を
文
章
化
し
て
お

く
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

契
約
書
の
表
題
の
意
味

　

通
常
「
契
約
書
」
に
は
表
題
が
付
け

ら
れ
ま
す
。
単
に
「
契
約
書
」
と
書
く

だ
け
の
場
合
は
少
な
く
、
当
事
者
間
で

合
意
に
至
っ
た
取
引
内
容
を
端
的
に
示

す
表
題
が
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的

で
す
。
例
え
ば
、

・「
売
買
契
約
書
」

・「
賃
貸
借
契
約
書
」

取
引
内
容
の
定
義

　
「
契
約
書
」
に
は
契
約
当
事
者
の
氏

名
や
名
称
が
記
載
さ
れ
、
ど
の
当
事
者

間
に
お
け
る
契
約
合
意
に
関
す
る
書
面

で
あ
る
か
が
特
定
さ
れ
ま
す
。

　

契
約
書
を
作
成
す
る
こ
と
の
最
も
重

要
な
意
義
は
、
当
事
者
間
で
合
意
し
た

取
引
内
容
を
正
確
に
定
義
し
、
記
録
す

る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　

口
頭
で
の
約
束
で
は
、
後
日
当
事
者

間
で
各
自
の
記
憶
が
曖
昧
に
な
り
、
各

当
事
者
が
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
に
有
利
な
取

引
内
容
で
の
合
意
を
し
た
と
主
張
し
始

め
た
場
合
に
、
当
事
者
間
で
の
合
意
内

容
の
理
解
に
食
い
違
い
が
生
じ
る
可
能

　契約とは取引関係に立つことを合意した当事者間で交わ

される約束であり、契約書を交わすことで当事者間での紛

争を予防し、自らに有利な主張の展開に有益です。しかし、

作成された契約書の内容が当事者間で想定された実際の取

引内容と食い違っている場合には、当事者間での見解の相

違の元となって紛争につながりかねません。本稿では、契

約書で取引内容を正しく定義することの重要性について解

説します。

第 3回

当
事
者
間
で
合
意
し
た
取
引
内
容
を

契
約
書
で
正
し
く
定
義
す
る
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に
納
品
し
ま
す
。
代
理
店
は
製
品
メ
ー

カ
ー
か
ら
製
品
を
仕
入
れ
な
い
の
で
在

庫
を
抱
え
る
リ
ス
ク
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
「
販
売
店
契
約
」
と
「
代

理
店
契
約
」
は
、
製
品
メ
ー
カ
ー
と
製

間
に
だ
け
成
立
す
る
取
引
形
態
で
す
。

　

代
理
店
が
製
品
メ
ー
カ
ー
と
の
取
引

か
ら
得
ら
れ
る
利
益
は
、
製
品
ユ
ー
ザ

ー
へ
の
販
売
代
金
等
に
応
じ
て
製
品
メ

ー
カ
ー
か
ら
支
払
わ
れ
る
販
売
手
数
料

で
す
。
代
理
店
は
製
品
メ
ー
カ
ー
が
決

め
た
価
格
で
製
品
ユ
ー
ザ
ー
に
製
品
を

販
売
す
る
だ
け
で
、
販
売
数
量
が
伸
び

な
け
れ
ば
得
ら
れ
る
販
売
手
数
料
も
少

な
く
利
益
も
少
な
く
な
り
ま
す
。

　

製
品
ユ
ー
ザ
ー
へ
の
製
品
の
納
品
は

製
品
メ
ー
カ
ー
が
直
接
行
う
か
、
代
理

店
が
委
託
販
売
の
形
で
製
品
ユ
ー
ザ
ー

品
ユ
ー
ザ
ー
に
転
売
す
る
価
格
を
自
由

に
決
め
ら
れ
る
た
め
、
販
売
店
に
と
っ

て
は
高
く
転
売
で
き
れ
ば
利
益
も
大
き

く
な
る
一
方
で
、
売
却
代
金
の
回
収
リ

ス
ク
や
仕
入
れ
た
在
庫
製
品
が
売
れ
ず

に
在
庫
管
理
コ
ス
ト
が
嵩
ん
で
損
失
が

発
生
す
る
リ
ス
ク
を
負
う
取
引
で
す
。

●
「
代
理
店
契
約
」（
図
2
）

　

代
理
店
が
製
品
メ
ー
カ
ー
の
代
理
人

と
し
て
製
品
ユ
ー
ザ
ー
と
の
間
の
売
買

契
約
を
仲
介
す
る
だ
け
で
、
売
買
契
約

は
製
品
メ
ー
カ
ー
と
製
品
ユ
ー
ザ
ー
の

類
似
し
た
取
引
形
態
と

取
引
内
容
の
差
異

　

以
下
で
、
次
の
例
を
解
説
し
ま
す
。

①
類
似
し
た
取
引
形
態
の
差
異

②�

当
事
者
の
理・

・解
と
表・

・題
が
示
す

　
取
引
形
態
の
食
い
違
い

③�

当
事
者
の
意・

・図
と
表・

・題
が
示
す

　
取
引
形
態
の
食
い
違
い

④�

当
事
者
の
想
定
と

　
必
要
な
取
引
形
態
の
食
い
違
い

①
類
似
し
た
取
引
形
態
の
差
異

 

（
販
売
店
契
約
と
代
理
店
契
約
）

●
「
販
売
店
契
約
」（
図
1
）

　

販
売
店
が
製
品
メ
ー
カ
ー
か
ら
製
品

を
購
入
す
る
売
買
契
約
（
①
）
と
、
販

売
店
が
購
入
し
た
在
庫
製
品
を
製
品
ユ

ー
ザ
ー
で
あ
る
顧
客
に
転
売
す
る
売
買

契
約
（
②
）
が
別
々
に
存
在
す
る
取
引

形
態
で
す
。

　

販
売
店
が
製
品
メ
ー
カ
ー
と
の
取
引

か
ら
得
ら
れ
る
利
益
は
、
製
品
メ
ー
カ

ー
か
ら
仕
入
れ
た
製
品
仕
入
代
金
と
製

品
ユ
ー
ザ
ー
に
転
売
し
た
製
品
販
売
代

金
の
差
額
に
な
り
ま
す
。
販
売
店
が
製

図 1　販売店契約

図 2　代理店契約（委託販売）

図 3　販売店契約と代理店契約の相違点

製品
メーカー

製品
ユーザー

販売店売買契約①

製品仕入代金 売
買
契
約
②

製
品
販
売
代
金

納品

売買契約

製品
メーカー

製品
ユーザー

代理店
製品販売委託

製品販売代金－販売手数料

製品販売代金 納品

代理店契約

製品メーカーと販売店
販売店と製品ユーザー 製品メーカーと製品ユーザー売買契約の当事者

販売店 製品メーカー製品ユーザーへの販売価格の決定者

製品ユーザーへの売却代金と製
品メーカーからの仕入価格の差額

製品メーカーとの間で定めた販売
手数料仲介事業者の利益

製品ユーザーへの販売価格を自ら
決められ、利益を拡大できる余地
がある

・在庫リスクを負わない
・製品ユーザーからの代金回収
　リスクを負わない
・製品ユーザーからのクレーム対応は不要

仲介事業者の
メリット

・在庫リスクを負う
・製品ユーザーからの代金回収リスクを負う
・製品ユーザーからのクレーム対応が必要

製品ユーザーへの販売価格は製
品メーカーが決めるので、利益を
拡大できる余地が少ない

仲介事業者の
デメリット

販売店契約
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契約の基礎知識

は
受
注
者
事
業
者
が
雇
用
契
約
に
基
づ

い
て
雇
っ
た
従
業
員
に
自
ら
業
務
上
の

指
揮
命
令
を
行
い
ま
す
。

　

他
方
、
労
働
者
派
遣
契
約
に
基
づ
い

て
派
遣
先
事
業
者
に
派
遣
さ
れ
た
作
業

者
が
業
務
を
行
う
場
合
は
、
派
遣
さ
れ

る
作
業
者
は
派
遣
元
事
業
者
が
雇
用
契

約
に
基
づ
い
て
雇
っ
た
従
業
員
で
す

が
、
派
遣
先
事
業
者
か
ら
の
指
揮
命
令

に
従
っ
て
作
業
を
し
ま
す
。

　

業
務
を
受
注
し
た
事
業
者
と
実
際
に

作
業
を
す
る
作
業
者
と
の
間
に
雇
用
契

約
が
あ
る
こ
と
で
は
、
請
負
契
約
や
業

務
委
託
契
約
の
場
合
と
同
じ
で
す
が
、

作
業
者
が
指
揮
命
令
関
係
に
入
る
相
手

が
異
な
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
、
偽
装
請

負
と
言
わ
れ
る
取
引
形
態
は
、
こ
の
労

働
者
派
遣
契
約
の
実
態
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
請
負
契
約
や
業
務
委
託
契

約
と
し
て
取
引
を
し
て
い
る
場
合
の
こ

と
を
指
し
ま
す
（
次
頁
図
4
）。

　

労
働
者
を
現
場
に
供
給
し
て
他
者
の

た
め
に
働
か
せ
る
労
働
者
供
給
事
業

は
、
戦
前
に
強
制
労
働
や
中
間
搾
取
等

の
温
床
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
現
在
は

職
業
安
定
法
第
44
条
で
原
則
と
し
て
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。

者
間
の
指
揮
命
令
関
係
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
場
合
、
受
託
者
は
委
託
者

に
使
用
さ
れ
る
労
働
基
準
法
が
定
め
る

労
働
者
に
該
当
す
る
と
評
価
さ
れ
、
労

働
者
保
護
の
観
点
か
ら
強
行
法
規
と
し

て
当
事
者
間
の
契
約
合
意
で
排
除
で
き

な
い
同
法
の
規
制
が
適
用
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

③ 

当
事
者
の
意・
・図
と
表・
・題
が
示
す

取
引
形
態
の
食
い
違
い

　

業
務
を
外
注
す
る
際
に
時
々
見
受
け

ら
れ
る
の
が
「
請
負
契
約
」
や
「
業
務

委
託
契
約
」
と
し
て
契
約
さ
れ
て
い
る

が
、
実
態
は
「
労
働
者
派
遣
契
約
」
で

あ
る
「
偽
装
請
負
」
の
事
例
で
す
。

　

請
負
契
約
に
基
づ
い
て
注
文
者
か
ら

業
務
を
請
け
負
っ
た
請
負
人
事
業
者

は
、
そ
の
従
業
員
に
注
文
者
か
ら
受
注

し
た
請
負
業
務
を
行
わ
せ
ま
す
。
業
務

委
託
契
約
に
基
づ
い
て
発
注
者
か
ら
業

務
を
受
注
し
た
受
注
者
事
業
者
の
場
合

も
同
様
に
、
受
注
者
側
の
従
業
員
が
受

注
業
務
を
行
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
場
合

は
い
ず
れ
も
、
請
負
人
事
業
者
あ
る
い

命
令
を
受
け
る
こ
と
な
く
業
務
処
理
を

行
う
こ
と
が
で
き
、
受
託
者
は
委
託
者

に
使
用
さ
れ
る
関
係
に
な
い
た
め
労
働

基
準
法
が
定
め
る
「
労
働
者
」
に
該
当

せ
ず
、
労
働
基
準
法
の
適
用
対
象
外
で

す
。

　

と
こ
ろ
が
、
元
会
社
員
の
作
成
し
た

業
務
委
託
契
約
で
は
、
受
託
者
で
あ
る

そ
の
方
の
時
間
外
労
働
時
間
に
対
応
す

る
割
増
賃
金
の
定
め
や
、
有
給
休
暇
の

定
め
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

れ
ら
の
規
定
は
、
使
用
者
の
指
揮
命
令

の
下
で
働
く
「
労
働
者
」
の
立
場
で
使

用
者
と
交
わ
す
「
雇
用
契
約
」
の
場
合

に
適
用
さ
れ
る
労
働
基
準
法
が
求
め
る

内
容
で
あ
り
、「
業
務
委
託
契
約
」
の

場
合
に
は
あ
て
は
ま
り
ま
せ
ん
。

　

も
っ
と
も
、
形
式
的
に
は
業
務
委
託

契
約
を
交
わ
し
て
い
て
も
、
受
託
者
に

具
体
的
な
仕
事
の
依
頼
の
諾
否
の
自
由

や
業
務
処
理
過
程
で
委
託
者
か
ら
出
さ

れ
る
具
体
的
な
指
示
の
諾
否
の
自
由
が

な
く
、
委
託
者
か
ら
受
託
者
が
業
務
を

行
う
時
間
や
場
所
が
指
定
さ
れ
、
作
業

時
間
が
管
理
さ
れ
る
な
ど
の
取
引
実
態

が
あ
る
と
、
実
質
的
に
見
て
委
託
者
が

受
託
者
に
指
揮
命
令
を
す
る
契
約
当
事

品
ユ
ー
ザ
ー
間
に
別
の
事
業
者
が
介
在

す
る
取
引
と
し
て
は
同
じ
で
す
が
、
取

引
に
介
在
す
る
事
業
者
が
負
う
リ
ス
ク

と
役
割
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
い

ず
れ
の
取
引
形
態
で
あ
る
の
か
を
理
解

し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
（
図
3
）。

② 

当
事
者
の
理・
・解
と
表・
・題
が
示
す

取
引
形
態
の
食
い
違
い

　

当
事
者
が
理
解
し
て
い
る
取
引
内
容

と
契
約
書
の
表
題
が
示
す
取
引
形
態
の

ず
れ
と
し
て
「
業
務
委
託
契
約
」
と
「
雇

用
契
約
」
の
例
を
取
り
上
げ
ま
す
。

　

筆
者
が
見
た
契
約
書
は
、
い
わ
ゆ
る

脱
サ
ラ
を
し
て
個
人
事
業
主
と
な
っ
た

元
会
社
員
が
作
成
し
た
業
務
委
託
契
約

書
で
し
た
。
業
務
委
託
契
約
と
は
、
民

法
が
定
め
る
典
型
契
約
で
は
「
委
任
契

約
」
や
「
請
負
契
約
」
に
該
当
し
、
委

託
者
が
受
託
者
に
あ
る
業
務
処
理
を
委

任
し
、
受
託
者
が
こ
の
業
務
を
処
理
し

た
対
価
、
あ
る
い
は
成
果
物
を
完
成
し

た
対
価
と
し
て
報
酬
を
受
け
取
る
と
い

う
取
引
形
態
で
す
。

　

こ
の
取
引
形
態
は
雇
用
契
約
と
は
異

な
る
の
で
、
受
託
者
は
委
託
者
の
指
揮



遣
事
業
を
行
っ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
得

る
こ
と
も
定
め
て
い
ま
す
（
同
基
準
第

3
条
）。
し
た
が
っ
て
、
偽
装
請
負
と

評
価
さ
れ
な
い
よ
う
に
慎
重
に
取
引
内

容
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

労
働
者
派
遣
事
業
に
該
当
し
な
く
て
も

事
業
の
真
の
目
的
が
労
働
者
派
遣
事
業

を
行
う
こ
と
に
あ
り
、
労
働
者
派
遣
法

の
規
定
へ
の
違
反
を
免
れ
る
た
め
に
故

意
に
偽
装
を
し
た
場
合
は
、
労
働
者
派

　

労
働
者
派
遣
事
業
の
許
可
を
受
け
て

い
な
い
事
業
者
が
実
態
と
し
て
労
働
者

供
給
事
業
を
行
お
う
と
す
る
際
に
、
請

負
契
約
や
業
務
委
託
契
約
の
形
式
で
取

引
を
し
て
、
こ
う
し
た
法
規
制
を
潜
脱

し
よ
う
と
す
る
場
合
が
偽
装
請
負
と
な

る
関
係
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
事
態
が
生
じ
る
こ
と
を
想

定
し
て
、
労
働
者
派
遣
法
が
施
行
さ
れ

た
昭
和
61
年
（
１
９
８
６
年
）
当
時
に

「
労
働
者
派
遣
事
業
と
請
負
に
よ
り
行

わ
れ
る
事
業
と
の
区
分
に
関
す
る
基

準
」
と
い
う
労
働
省
告
示
が
出
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
告
示
は
、
請
負
契
約
に

よ
る
業
務
に
自
己
の
雇
用
す
る
労
働
者

を
従
事
さ
せ
る
こ
と
を
業
と
す
る
事
業

主
の
事
業
が
、
労
働
者
派
遣
事
業
に
該

当
し
な
い
要
件
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い

ま
す
（
図
5
）。

　

大
き
く
２
つ
の
要
件
と
し
て
「
自
己

の
雇
用
す
る
労
働
者
の
労
働
力
を
自
ら

直
接
利
用
す
る
こ
と
」
及
び
「
請
負
契

約
に
よ
り
請
け
負
っ
た
業
務
を
自
己
の

業
務
と
し
て
当
該
契
約
の
相
手
方
か
ら

独
立
し
て
処
理
す
る
こ
と
」
を
求
め
て

い
ま
す
。

　

他
方
、
こ
れ
ら
の
要
件
に
該
当
し
て

　

こ
の
例
外
と
し
て
「
労
働
者
派
遣
事

業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労

働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
」（「
労

働
者
派
遣
法
」）
で
認
め
ら
れ
て
い
る

の
が
労
働
者
派
遣
事
業
で
あ
る
た
め
、

労
働
者
派
遣
事
業
は
許
可
制
と
な
っ
て

お
り
（
労
働
者
派
遣
法
第
5
条
）、
許

可
を
受
け
ず
に
労
働
者
派
遣
事
業
を
行

っ
た
者
に
対
し
て
は
罰
則
も
あ
り
ま
す

（
同
法
第
59
条
第
2
号
）。

労働者
派遣契約

請負契約 労働者派遣契約

注文者 請負人

作業者
（請負人の従業員）

作業者
（派遣労働者）

派遣先 派遣元
請負契約

指揮命令関係 雇用契約雇用契約 指揮命令
関係

一、 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接
利用するものであること

イ、�次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うもので
あること
（1）�労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと
（2）�労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと

ロ、�次のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うもので
あること
（1）�労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理（こ

れらの単なる把握を除く）を自ら行うこと
（2）�労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その

他の管理（これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く）を自ら行うこと

ハ、�次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の
管理を自ら行うものであること
（1）�労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと
（2）�労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと

二、 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより請負契約により請け負つた業務を自己の業
務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること

イ、業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること

ロ、�業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を
負うこと

ハ、�次のいずれかに該当するものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと
（1）�自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材（業務上必要な簡易な工

具を除く）又は材料若しくは資材により、業務を処理すること
（2）�自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること

図 4　請負契約と労働者派遣契約

図 5　労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準第 2 条

出典：昭和 61年労働省告示第 37号、最終改正　平成 24年厚生労働省告示第 518号
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契約の基礎知識

場
合
に
は
、
こ
れ
ら
単
体
の
所
有
権
を

パ
ッ
ケ
ー
ジ
商
品
の
買
主
に
移
転
さ
せ

る
こ
と
は
で
き
る
の
で
、
こ
の
点
に
お

い
て
売
買
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
は
で

き
ま
す
。

　

け
れ
ど
も
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物

に
該
当
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
や
取
扱
説

明
書
の
文
章
に
関
す
る
著
作
権
に
つ
い

て
は
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
商
品
の
買
主
に
売

買
契
約
で
権
利
を
移
転
さ
せ
る
の
で
は

な
く
、
こ
れ
ら
の
著
作
権
の
利
用
許
諾

契
約
（
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
）
を
締
結
す

る
に
と
ど
め
て
、
売
主
で
あ
る
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
販
売
業
者
は
著
作
権
を
留
保
し

て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

よ
り
、
外
箱
や
内
容
物
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
デ
ィ

ス
ク
の
よ
う
な
記
録
媒
体
、
取
扱
説
明

書
冊
子
の
「
所
有
権
」
と
共
に
、
こ
れ

ら
の
「
著
作
権
」
も
「
財
産
権
」
と
し

て
買
主
に
権
利
が
移
転
さ
れ
る
取
引
で

よ
い
の
か
と
言
う
と
、
そ
れ
で
は
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
販
売
業
者
が
困
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

な
ぜ
な
ら
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
販
売
業

者
は
「
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
入
り
の
パ
ッ
ケ

ー
ジ
商
品
」
を
多
数
製
造
販
売
す
る
に

あ
た
り
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
該

当
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
複
製
し
て
記

録
媒
体
に
記
録
し
、
取
扱
説
明
書
の
文

章
を
複
製
し
て
冊
子
を
完
成
さ
せ
る
必

要
が
生
じ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
著
作
権
を

あ
る
買
主
に
す
べ
て
譲
渡
し
て
し
ま
う

と
、
そ
の
後
、
こ
れ
ら
の
著
作
物
を
複

製
す
る
権
利
（
著
作
権
）
を
失
っ
て
し

ま
う
た
め
「
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
入
り
の
パ

ッ
ケ
ー
ジ
商
品
」
を
作
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

　

パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
取
引

に
お
い
て
、
デ
ー
タ
と
し
て
の
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
の
他
に
デ
ー
タ
を
記
録
し
た
記

録
媒
体
や
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
取
扱
説
明

書
が
印
刷
さ
れ
た
冊
子
が
提
供
さ
れ
た

　

民
法
の
定
義
で
は
「
売
買
は
、
当
事

者
の
一
方
が
あ
る
財
産
権
を
相
手
方
に

移
転
す
る
こ
と
を
約
し
、
相
手
方
が
こ

れ
に
対
し
て
そ
の
代
金
を
支
払
う
こ
と

を
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力

を
生
ず
る
」（
民
法
第
５
５
５
条
）
と

な
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

よ
う
な
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の

「
売
買
契
約
」
は
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
販

売
業
者
が
売
主
と
し
て
「
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
入
り
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
商
品
」
全
部
に

関
す
る
「
所
有
権
」
を
買
主
に
移
転
す

る
対
価
と
し
て
商
品
代
金
を
買
主
が
支

払
う
、
と
い
う
売
買
契
約
が
締
結
さ
れ

る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。

　

け
れ
ど
も
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
つ
い

て
は
著
作
権
法
に
よ
り
、
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
著
作
物
（
同
法
第
2
条
第
1
項
第
10

号
の
2
、
第
10
条
第
1
項
第
9
号
）
と

し
て
、
さ
ら
に
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
同
梱
さ

れ
る
取
扱
説
明
書
に
書
か
れ
た
文
章
に

つ
い
て
も
、
言
語
の
著
作
物
（
同
法
第

2
条
第
1
項
第
1
号
、
第
10
条
第
1
項

第
1
号
）
と
し
て
の
「
著
作
権
」
が
法

律
上
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

の
取
引
に
お
い
て
は
「
売
買
契
約
」
に

④ 

当
事
者
の
想
定
と

　
必
要
な
取
引
形
態
の
食
い
違
い

　

当
事
者
が
想
定
し
て
い
る
取
引
と
契

約
書
で
定
義
す
べ
き
取
引
形
態
の
食
い

違
い
の
例
と
し
て
「
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
」
の
取
引
に
つ
い
て
解
説
し

ま
す
。
想
定
さ
れ
る
取
引
は
、
外
箱
入

り
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
デ
ィ
ス
ク
等
に
デ
ー
タ
が

記
録
さ
れ
て
い
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
パ

ッ
ケ
ー
ジ
取
引
で
、
同
じ
箱
に
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
の
取
扱
説
明
書
の
冊
子
が
同
梱

さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　

最
近
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
用
ア
プ
リ

ケ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
等
は
、
パ

ッ
ケ
ー
ジ
も
な
く
オ
ン
ラ
イ
ン
決
済
を

す
れ
ば
デ
ー
タ
だ
け
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
る
ケ
ー
ス
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す

が
、
以
前
は
家
電
量
販
店
等
で
「
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
入
り
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
商
品
を

買
う
」
こ
と
が
通
常
で
し
た
。

　

そ
こ
で
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
開
発
販

売
す
る
事
業
者
の
中
に
は
、
こ
う
し
た

パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
取
引
に

お
け
る
契
約
と
し
て
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

の
購
入
者
と
の
間
で
「
売
買
契
約
」
を

締
結
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

パッケージと
記録媒体、

取扱説明書冊子の
所有権

ソフトウェア
販売業者

ソフトウェア
利用者

売買契約

プログラムの
著作権

取扱説明書の
著作権

著作権
所有権

図 6　パッケージソフトウェアの取引


